R8.7.1
統合新病院における院内駐車場利用基準
	
	要　　　件
	備　　　　　考

	１
	未就学児を保育所等（２・３号認定）へ送迎している
	・幼稚園、こども園の１号認定は対象外

	２
	小学校１～６年生の子を学童保育施設へ送迎している
	・児童福祉法第6条の3（放課後児童健全育成事業）にあたる学童保育施設のみ対象

	３
	要介護認定者または負傷・疾病・老齢で２週間以上日常生活に支障がある親族を同居又は別居で日常的に介護し、施設等へ送迎している
	・日常的な送迎＝週の勤務日の半数以上で介護施設等への送迎を行っていること

	４
	本人が身体障害または健康上の理由により公共交通機関による通勤に耐えられない
	

	５
	勤務時間に到着可能な公共交通機関がない
	

	６
	公共交通機関を利用した場合に通勤距離が片道60km以上
	・単身赴任手当の基準に準拠


	７
	公共交通機関での通勤時間が90分以上で、交通用具使用により通勤時間が30分以上短縮される
	※院内駐車場の利用は、通勤手当が支給されている者に限る。


	　　　　　



【院内駐車場の利用を希望する場合】
　通勤届様式と併せて、「自動車通勤申請にかかる理由書」を提出すること。

【上記の認定基準を満たさない職員が自動車通勤を希望する場合】
　職員が自己負担で民間駐車場を借り上げた場合に限り、自動車通勤を認める。
　（自動車通勤は認めるが、院内駐車場の利用は不可。）
